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備前市地場産品強化創出等支援事業補助金交付要綱

(趣旨)
第1条　この告示は、既存の地場産品の生産、製造、加工等に係る施設、設備等を強化する事業及び新たな地場産品の創出における事業(以下「地場産品の創出等」という。)に取り組む市内の事業者に対し、予算の範囲内で備前市地場産品強化創出等支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することとし、その交付に関し、備前市補助金等交付規則(平成17年備前市規則第58号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条　この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)　地場産品強化創出等支援事業　市内において、地場産品の創出等に取り組む市内の事業者に対して、市が補助金を交付して支援する事業をいう。
(2)　クラウドファンディング　地場産品強化創出等支援事業の公募により採択された事業を実施するための資金を、市が指定するインターネットサイトにおいて、ふるさと納税制度(地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第1項及び第314条の7第1項の規定による寄附金税額控除を適用する制度をいう。)を活用して、募集し、調達することをいう。
(3)　目標額　補助対象経費に100分の125を乗じた額(当該額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。)をいう。
(4)　企業版ふるさと納税　地域再生法(平成17年法律第24号)第13条の3に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連する寄附を法人がした場合において課税の特例の適用を受けることができる制度をいう。
(補助金交付対象者)
第3条　この補助金の交付対象者は、地場産品の創出等の実施主体である事業者で、地場産品強化創出等支援事業の事業者公募により採択された者のうち、次の各号に掲げる事項を全て満たすものとする。
(1)　クラウドファンディング若しくは企業版ふるさと納税により、調達した額(以下「調達額」という。)が目標額に達した者又は調達額が目標額に達しない場合であっても、採択事業者が自らの責において事業を行うことを市と協議し、市の同意を得た者
(2)　市内に事業所等を有し、又は開設を予定する者で、補助金の交付決定の日から5年以上継続して当該補助金に係る補助事業を行う意思を有するもの
(3)　納税猶予等の措置を受けていない者であって、市税の滞納がないもの
(4)　備前市暴力団排除条例(平成23年備前市条例第31号)第2条に規定する暴力団、暴力団員、暴力団員等及び暴力団関係者でない者
(5)　既存の地場産品又は新たに創出した地場産品を市のふるさと納税の返礼品に登録する者
(補助事業及び補助対象経費)
第4条　補助事業及び補助対象経費は、別表第1のとおりとする。
(補助金の額)
第5条　補助金の額は、次の各号に定める額の合計額とする。ただし、補助対象経費の額の合計額を上限とする。
(1) 当該補助事業に係るクラウドファンディング等で調達した調達額の10分の4の額
(2) 当該補助事業に係る企業版ふるさと納税で受領した寄附額の10分の10の額
2　前項の補助金の額に、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。
(交付申請)
第6条　補助金の交付を受けようとする補助金交付対象者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に別表第2に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
2　前項の申請は、クラウドファンディングにより目標額を達成した日又はクラウドファンディングが終了した日のいずれか遅い日から60日以内に行うものとする。
(交付決定)
第7条　市長は、前条の申請書の提出を受けたときは、これを審査し、及び必要に応じて調査し、適当と認めたときは補助金の交付を決定し、申請者に対し補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。ただし、補助金の不交付決定をしたときは、補助金不交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
(補助事業の着手)
第8条　補助事業の着手は、原則として補助金の交付の決定後に行うものとする。ただし、やむを得ない事情により補助金の交付の決定前に補助事業に着手する必要がある場合は、市長に対し、事前着手届(様式第6号)及び第6条に掲げる書類を提出した後に着手しなければならない。
2　前項の規定にかかわらず、交付決定前に補助事業に着手する事業者は、クラウドファンディング若しくは企業版ふるさと納税による調達額が目標額に達しない場合においても、自らの責において事業を行う事業者に限るものとする。
(補助事業の変更、中止又は廃止)
第9条　第7条の規定により交付決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付の決定を受けた事業をやむを得ない事情により変更し、又は中止し、若しくは廃止するときは、速やかに補助金変更(中止)承認申請書(様式第7号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。
(変更等の承認)
第10条　市長は、前条の申請書の提出を受けたときは、これを審査し、及び必要に応じて調査し、適当と認めたときは補助金の交付決定の変更又は取消しを決定し、補助事業者に対し補助金交付決定変更(取消)通知書(様式第8号)により通知するものとする。
(実績報告)
第11条　補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに次に掲げる事項を記載した書類を添えて補助金実績報告書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(1)　事業報告書
(2)　収支決算書
(3)　事業の実施状況を写した写真、資料等
(4)　事業の実施に係る領収書等の写し
(5)　補助対象経費に係る支出明細書
(6)　その他市長が必要と認める書類
　(確定及び通知)
第12条　市長は、前条の実績報告が提出されたときは、その内容を審査し、及び必要に応じて実地調査し、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、補助金確定通知書(様式第10号)により当該補助事業者に対し通知するものとする。
(交付)
第13条　補助金は、補助事業者が補助事業を完了した後において交付する。
2　前項の規定にかかわらず、市長は補助金の交付の目的を達成するため、又は補助事業の性質上、当該補助事業の完了前に補助金を交付する必要があると認めるときは、補助金の全部又は一部を補助事業が完了する前に交付する(以下「概算交付」という。)ことができる。
(請求)
第14条　第12条の規定により補助金確定の通知を受けた補助事業者が、補助金の請求をしようとするときは、補助金交付請求書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。ただし、前条第2項の規定により補助金の請求をしようとするときは、概算交付を必要とする理由書及び事業資金計画表を添えて補助金概算払請求書(様式第12号)により請求するものとする。
(交付決定の取消し)
第15条　市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、及び期限を定めて既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。
(1)　法令又は条例若しくはこの要綱の規定に違反したとき。
(2)　偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受け、又は受けようとしたとき。
(3)　補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に違反したとき。
(4)　交付決定を受けた事業を遂行する見込みがなくなったとき。
(5)　前各号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付を不適当と認めたとき。
2　前項に規定する補助金の返還請求を受けた補助事業者は、期限内に補助金を返還しなければならない。
(事業成果の報告)
第16条　補助事業者は、補助金の交付が決定した日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間、補助金の交付を受けた事業の進捗を定期的に市長に報告しなければならない。
(書類の保存)
第17条　補助事業者は、補助事業に関する書類及び帳簿等の関係書類について、補助金を交付した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(財産処分の制限)
第18条　補助事業者は、補助事業により取得し、又は建設した不動産その他補助事業により購入し、又は効用の増加した財産を、市長の承認を受けずに、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金等の交付目的及び当該財産の耐用年数を勘案し、その事業の完了する日の属する年度の翌年度の初日から起算して、5年を経過した場合は、この限りでない。
(その他)
第19条　この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附　則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
	補助事業
	補助対象経費

	地場産品の創出等に要する施設及び設備等に関するもの(ふるさと納税の返礼品として活用できるものとする。)
	工場及び作業場等の整備又は取得に要する費用

	
	建物附帯設備の整備又は取得に要する費用
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	地場産品開発に要する構築物の取得及び機械装置等の取得に係る経費

	
	建物賃借による増改築費

	
	備品購入費(地場産品の創出等に直接要するものに限る。)

	
	委託費(地場産品の創出等に直接要するものに限る。)

	
	外部評価費(地場産品の創出等に直接要するものに限る。)

	
	その他補助事業に要する経費


備考　以下のものは対象経費には含まない。
公租公課、消費税及び地方消費税、官公署に支払う手数料等、人件費、飲食費、土地の造成費、土地の購入費、その他社会通念上不適切と認められる費用

別表第2(第6条関係)
	添　付　書　類

	【共通】
(1)　企画提案書
(2)　収支計画書
(3)　市税等の納税証明書(直近1年分)
(4)　事業実施等誓約書(様式第2号)
(5)　暴力団員非該当等誓約書(様式第3号)
【個人の場合】
(1)　住民基本台帳法に基づく住民票の写し(3箇月以内のもの)
(2)　個人事業の開廃業等届出書(個人事業で届出済の場合)
(3)　直近3期分の決算書
(4)　営業許可証等の写し(許認可を必要とする場合に限る。)
(5)　その他市長が必要と認める書類
【法人の場合】
(1)　履歴事項全部証明書(3箇月以内のもの)
(2)　定款の写し
(3)　直近3期分の決算書
(4)　営業許可証等の写し(許認可を必要とする場合に限る。)
(5)　その他市長が必要と認める書類



